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第１回 広島市入札等適正化審議会 議事要旨 
 

 

１ 会議名 

  令和５年度第１回広島市入札等適正化審議会 

 

２ 開催日時・場所 

  令和５年７月７日（金） 午後２時～午後３時３０分 

  市役所本庁舎１４階 第７会議室 

 

３ 出席委員名 

  田村委員（会長）、山田委員（副会長）、齋藤委員、田中委員、谷川委員 

 

４ 事務局 

  財政局契約部長ほか６名 

 

５ 説明等のため出席した職員（説明順） 

財政局契約部工事契約課長 

道路交通局道路部街路課長 

下水道局施設部管路課長 

安佐北区農林建設部地域整備課長 

佐伯区市民部区政調整課長 

佐伯区農林建設部維持管理課維持補修担当課長 

 

６ 議題（公開、非公開の別）及び審議の概要 

 

 ⑴ 入札及び契約手続の運用状況等の報告（公開） 

  ア 工事の発注状況について 

  イ 低入札価格調査制度の運用状況について 

  ウ 指名停止措置等の運用状況について 

  エ 苦情処理の運用状況について 

  オ 談合情報への対応状況について 

   事務局から⑴のアからオまでについて、取りまとめて報告及び質疑応答を行った。 

   報告に対して、委員から意見はなかった。 

    

 ⑵ 抽出事案の審議（公開） 

  ア 広島駅・広島市民球場間ペデストリアンデッキ（仮称）上下部工事（４－１） 

（条件付き一般競争入札） 

  イ 観音地区下水道改築４－３４号工事（条件付き一般競争入札） 

  ウ 轟橋（上部工）災害復旧工事（４－１）（通常型指名競争入札） 

  エ 国道４８８号災害復旧（応急）工事（４－１）（随意契約） 

 

   ⑵のアからエまでについて、各工事担当課長から各々の発注した工事について説明及び質疑

応答を行った。委員から意見はなく契約は適正であると判断された。 
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 ⑶ 令和５年度第２回審議会で説明を受ける工事の抽出について 

   次回の審議会で審議する事案の抽出は、山田委員が担当することとなった。 

 

 ⑷ 次回の審議会開催日程について 

   事前の日程調整の結果、令和５年１１月１０日（金）午後２時から本庁舎１４階第７会議室

において開催することとなった。 

 

７ 傍聴人の人数 

  傍聴者 なし 

 

８ 発言の要旨 

  主な質疑応答は、次のとおりである。 

 

⑴  入札及び契約手続の運用状況等の報告 

 

ア 工事の発注状況について 

Ｑ１ 令和４年度の工事の発注状況について、例年と比べて特徴的なことはあるか。 

Ａ１ 発注状況については、令和３年度から令和４年度にかけてあまり大きな変化はないも

のと考えている。指名競争入札の件数が若干下がっているが、災害復旧工事の発注が少

なくなってきたことが理由として挙げられる。全体の金額が増加しているが、大きなプ

ロジェクト事案があること、労務単価が上がっていることなどが影響していると思われ

る。 

 

イ～オ 質疑なし 

 

 ⑵ 抽出事案の審議 

 

ア 広島駅・広島市民球場間ペデストリアンデッキ（仮称）上下部工事（４－１） 

（条件付き一般競争入札） 

 

Ｑ１ 入札参加資格の技術者の要件の一つとして、一般社団法人日本鉄道施設協会に認定さ

れた工事管理者及び保安管理者の資格を有する常勤の自社社員を配置できることを求め

ているが、この要件は限定的すぎるのではないか。協会の中国支部の住所が落札者の住

所と同一であることからも、落札者以外が応札することが難しい状況だったのではない

か。 

Ａ１ 市内に本支店を有する業者のうち、近接する構造物が鉄道で、かつ、１９メートル以

上の橋りょう上部工（鋼橋）を製作した実績を有する者は５８者該当する。工事を施工

する際には、JRから当該資格を求められることも多いと思うので、必ずしも落札者しか

応札できないわけではないと考えている。 

Ｑ２ 応札可能業者は５８者とのことであるが、一般社団法人日本鉄道施設協会の認定資格

を有する常勤の自社社員を配置できる要件も含めた数なのか。 

Ａ２ そうではない。鉄道に近接し、かつ、鋼構造物の施工実績を有する者が５８者であ

る。 

Ｑ３ 当該認定資格の要件を満たす業者数については、事前に調査されたのか。 

Ａ３ 事前には調査していない。 

Ｑ４ JRの要望を満たすために当該認定資格の要件を含めたような印象を受けるが、今回の

入札は複数の業者が応札できる状況にあったのか。 
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Ａ４ 鉄道工事やJR内の工事を施工しているのは落札者だけではないので、複数の業者が応

札できる状況であったと認識している。 

Ｑ５ 当該認定資格の要件を含めると、入札参加資格を有する業者は正確には何者いたとの

認識であるか。 

Ａ５ 正確な数は把握していないが、大手ゼネコンは総じて該当し、市内本店業者に絞って

も複数者は該当すると考えている。 

Ｑ６ 応札者が１者しかいなかった理由は。 

Ａ６ 施工条件の厳しさが理由として考えられる。施工場所の愛宕踏切は広島駅に近接し、

線路数が非常に多いため、列車の通過時には作業を止める必要が生じること、一時的に

踏切の閉鎖等を伴う交通誘導が発生すること、線路の変状を管理しながら施工する必要

があることなど、様々な制約がある。また、工事の大部分は夜間工事になることも想定

されるため、結果的に多くの業者が応札を控えたと思われる。 

Ｑ７ より多くの業者に応札してもらうための工夫は検討されたか。 

Ａ７ 具体的な対策は現時点では思いつかない。 

Ｑ８ 安全性を確保しながら工事を施工するために、一般社団法人日本鉄道施設協会の認定

資格の要件を求めることが絶対に必要であったか。施工管理上、適切に工事を施工する

方法は他にはなかったのか。 

Ａ８ 鉄道近接工事においては、線路の変状を管理しながら施工することが必須であり、適

切に管理しないと大規模な事故が生じるおそれもあることから、本市としても、当該資

格の要件は必要であったと考えている。 

 

イ 観音地区下水道改築４－３４号工事（条件付き一般競争入札） 

   

Ｑ１ 落札者は、同種の別工事においても随意契約を結んでおられるが、こうした特殊な工

事に柔軟かつ協力的に対応してくれる会社なのか。 

Ａ１ 様々な工事に応札され、柔軟に対応してくれる業者という認識である。 

Ｑ２ 落札者は先述の随意契約以外にも、同種の別工事の一般競争入札にも参加されている

が、応札者は一者のみであった。工事の規模や内容的に、落札者以外が参入できないよ

うな特殊事情があったのか。 

Ａ２ 一般競争入札については、応札可能業者が２０者いることを確認しており、他の時期

に発注した同種の工事には複数の応札者があった。今回の工事は、発注時期が年度末で

あったことや、技術者が確保できない等の理由により、たまたま１者応札となったもの

と考えられる。 

Ｑ３ 別工事の随意契約については、特殊な事情があったのか。 

Ａ３ 随意契約については、工事の施工場所が路面電車の軌道下に位置する等の特殊事情が

あったものである。 

 

ウ 轟橋（上部工）災害復旧工事（４－１）（通常型指名競争入札） 

   

Ｑ１ 工事名に（４－１）とあるが、他にも轟橋の工事があるのか。 

Ａ１ 令和４年度の１件目の工事という意味であり、パーツごとに工事を分けて発注してい

るわけではない。 

Ｑ２ 災害復旧工事は応札者が少ないイメージがあるが、比較的多くの応札者があった理由

は。 

Ａ２ 指名競争入札という性質上、指名されたからには毎回辞退するわけにはいかないとい

う気持ちが働いたことや、利益率、現場条件、機材の配置状況、監督員や主任技術者の

調達状況、警備員の契約状況など、総合的に含めて検討した結果、たまたま５者応札が
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あったものと思われる。 

Ｑ３ 安佐北区から４件指名競争入札を行っているが、指名業者は重複するのか。 

Ａ３ 橋梁だけでなく、河川護岸や道路など様々な工事がある中で、重複して指名を行わな

いように指名する順番や基準等を設定している。Ｃ等級の業者は安佐北区内に２０者以

上おり、概ね６件に１回程度指名をしている状況であるが、Ｂ等級以上の業者は極めて

少ないため、設計金額が高い工事は、重複して指名する可能性が高くなっている。 

 

エ 国道４８８号災害復旧（応急）工事（４－１）（随意契約） 

 

Ｑ１ ９月１９日の台風発生後、９月２７日に見積執行し、契約を結んでいるが、災害の状

況を確認して、設計を行い、業者選定の上、契約締結までを数日内に行うことは大変だ

ったのではないか。契約までの流れはどうなっているのか。 

Ａ１ 住民から倒木や河川氾濫、道路陥没等の通報があった場合、道路施設の年間維持管理

工事の受注者に、応急処置としてその日のうちに現場に行ってもらい、交通規制や応急

的な木の伐採など、できる範囲の対応をしていただいている。そうした中で、通行止め

を伴うような大規模な工事についても、現場の状況を把握している年間維持管理の受注

者が施工する方が作業もしやすいし、漁協や地元への説明、県との協議等も容易である

ことから、同社に施工が可能か聴き取りを行った上で、契約を締結したものである。    

Ｑ２ これに続く２つの応急工事も、今回の落札者が契約の相手方となっているが、状況は

同じなのか。 

Ａ２ 湯来町では、道路の不具合など応急工事が必要な事案が大なり小なり２６件生じた。

その全てについて、年間維持管理工事の受注者に確認してもらった結果、この２件は道

路を通行止めにして迅速な対応が必要となる状況が同じであったため、同社に聴き取り

の上、随意契約を結んだものである。 


